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 はじめに 

 

 去る６月８日，大阪府の小学校で多数の児童が殺傷されるという，

あまりにも痛ましく，決して許されない事件が発生しました。 

 子どもたちが楽しく学べる場であるはずの学校で，このような事

件は，二度と繰り返されてはならず，関係者が全力で再発を防いで

いかなくてはなりません。 

 

 県教育委員会ではこの度，この事件を踏まえ，学校内に不審者が

侵入した場合の対応や，幼児児童生徒の安全確保についての基本的

な事項を「学校内の不審者への対応マニュアル及び安全確保のため

の参考資料」としてとりまとめ，各学校に配布することとしました。 

 

 実際の不審者への対応や取組みは，様々な場面が想定され，また，

各学校の実態がそれぞれ違うため，今回は，日常の教育活動中と長

期休業中におけるクラブ活動中の不審者への対応例を代表的な事例

として取りあげ，また，今回の事件を踏まえた各学校での取組みの

事例を「取組み事例一覧」として整理し，お示しすることとしまし

た。 

 

 各学校におかれましては，この資料の対応例や取組み事例などを

参考に，学校の実態を十分に把握し，それに応じた具体的な対応策

を講じていただきますようお願いいたします。 



不審者として認識

  

  

  

   

 

学校内の不審者への対応例 

             日 常 の 教 育 活 動 中 に お け る 対 応 例                    

 

                     不審者と思われる者を 

    

       子どもが発見        巡視中の教職員が発見         教職員が偶然発見 

 

 

 

           教職員を経由し   無線機等で職員    近くの教職員と協力・     

           て職員室へ連絡   室へ連絡       連携して職員室へ連絡                                                    

                                             一人では行動 

                                              しない                                             

           複数の教職員                              

           が現場へ行く 

 

 

                  声かけ等により，不審者として認識 

 

 

          ・校内放送で，全教職員に対して不審者の侵入を伝える。        

          （例）「××中失礼します。○○先生は，至急△△へお越しください。」  緊急連絡先は日頃                                                                  

             など，教職員にだけわかる表現を決めておく。（○○は不審者    からよく見える所 

             の暗号，△△は場所を示す。）                  に掲示しておく 

          ・校長判断で，警察，教育委員会に通報 

                                                                               

 

  授業中の場合              対応中は，原則として              休み時間の場合 

                     子どもは動かさない 

 

 ・授業中の教職員は，子どもたちを教室にとどめ，次の   ・担任は子どもたちを教室に入れ，点呼確認する。 

  放送を待つ。（この段階で避難ルートを想定する。）    （担任不在の場合は他の教職員が行く。） 

 ・授業の空いている教職員は，校長，連絡係を残して無   ・校長，連絡教職員を残して他の教職員は，無線機等 

  線機等を携帯し，全員現場に向かう。           を携帯して現場に向かう。 

 

 

不審者が退校（警察による身柄確保）                           不審者による緊急事態発生 

 

 

 ・校内放送で，不審者が退校又は警察に     ・校内に緊急事態が発生したことを連絡 

  より身柄が確保されたことを伝える。      （例）「○○先生は△△から▲▲へ移動中です。至急避難して       

 ・教育委員会に報告                  ください。」（不審者の位置を知らせる。） 

 ・全教職員に状況を説明                （放送では間に合わないような緊急時には，ホイッスル， 

 ・不審者が校外に逃走している場合は，          非常ベル等で緊急事態発生を知らせる。） 

  緊急連絡網等で保護者に連絡し，下校 

  時の安全を確保する。 

                    

 

                             子どもたちの避難，誘導 

          ケガ人に対して（複数を想定）                        他の子どもたち 

 

 

 

   非常時に実際に       ・救急車の要請と応急手当を行う。    ・教育委員会に連絡するとともに子ども 

  教職員が行動でき       ・保護者に連絡              たちを下校させるかどうか判断する。 

  るように訓練を                            ・緊急連絡網等で保護者に連絡する。 

  行っておく                              ・保護者不在の場合は，学校にとどめて 

                                      おくなどして，安全を確保する。                               

                    

                   心のケア等事後指導を 

                   万全に行うこと               ※ 対応例中の「子ども」とは                                 

                                       「幼児児童生徒」を表す。 



不審者として認識

  

  

  

   

 

学校内の不審者への対応例 

長期休業中のクラブ（部）活動中等における対応例  
 

                     不審者と思われる者を 

    

       子どもが発見        巡視中の教職員が発見         教職員が偶然発見 

 

 

   

  登校している    教職員を経由し   無線機等で職員    近くの教職員と協力・     

 子どもの動静が    て職員室へ連絡   室へ連絡       連携して職員室へ連絡                                                    

 わかるように                                        一人では行動 

 しておく                                           しない                                             

           複数の教職員                              

           が現場へ行く 

 

 

                  声かけ等により，不審者として認識 

 

 

          ・校内放送で，全教職員に対して不審者の侵入を伝える。        

          （例）「××中失礼します。○○先生は，至急△△へお越しください。」   緊急連絡先は日頃                                                                  

             など，教職員にだけわかる表現を決めておく。（○○は不審者     からよく見える所 

             の暗号，△△は場所を示す。）                   に掲示しておく 

          ・校長判断で，警察，教育委員会に通報 

                                                                               

 

 校舎内で活動している            危機対応時の役割をその日の出勤         校舎外で活動している 

 子どもに対して              状況に応じて定めておく             子どもに対して 

 

 ・指導中の教職員は，子どもたちを教室に待機させ，次   ・指導中の教職員は，子どもたちを安全な場所に待機 

  の放送を待つ。（この段階で避難ルートを想定する。）   させ，点呼確認し，次の放送を待つ。 

 ・危機対応教員（仮称）は，複数で無線機等を携帯して   ・危機対応教員（仮称）は，複数で無線機等を携帯し 

  現場に向かう。（連絡係は連絡体制をとる。）       て現場に向かう。（連絡係は連絡体制をとる。） 

 

 

 不審者が退校（警察による身柄確保）                           不審者による緊急事態発生 

 

 

 ・校内放送で，不審者が退校又は警察に     ・校内に緊急事態が発生したことを連絡 

  より身柄が確保されたことを伝える。      （例）「○○先生は△△から▲▲へ移動中です。至急避難して       

 ・教育委員会に報告                  ください。」（不審者の位置を知らせる。） 

 ・全教職員に状況を説明                （放送では間に合わないような緊急時には，ホイッスル， 

 ・不審者が校外に逃走している場合は，          非常ベル等で緊急事態発生を知らせる。） 

  緊急連絡網等で保護者に連絡し，下校 

  時の安全を確保する。 

 

                    

                             子どもたちの避難，誘導 

                                

          ケガ人に対して（複数を想定）                       他の子どもたち 

 

 

               ・救急車の要請と応急手当を行う。    ・教育委員会に連絡するとともに子ども 

               ・保護者に連絡              たちを下校させるかどうか判断する。 

  プール開放時等の                           ・緊急連絡網等で保護者に連絡する。 

 安全確保については，                          ・保護者不在の場合は，学校にとどめて 

 教育委員会等と十分                            おくなどして，安全を確保する。                                     

 に連携を図っておく                   

                   心のケア等事後指導を 

                   万全に行うこと             ※ 対応例中の「子ども」とは 

                                       「幼児児童生徒」を表す。 



 
 
 
 

 「幼児児童生徒の自己防衛意識を高める安全教育」 

   のための参考資料 

 

 
   ○ 防犯のしおり（１・２・３年生用） 

    「たいせつなじぶんのいのちをまもるために」 
 
    ○ 防犯のしおり（４・５・６年生用） 

    「大切な自分の命を守るための五つの約束」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    （注意）これらの資料は，平成１１年３月に文部省（現文部科学省）が作成し， 
       各学校及び各児童に配布した資料です。 











幼児児童生徒の安全確保のための取組み事例 
 

 

 

 【ねらい】 

  この取組み事例等は，大阪府で発生した小学生殺傷事件を受けて調査した，各学校に 

 おける安全確保のための取組み事例を整理したものです。 

  各学校において，今後の取組みの参考として御活用ください。 

 

 【目 次】 

  １ 施設・設備等に関する取組み事例     ・・・・・・・・・  取組事例①頁 

     ① 看板の設置等   ・・・・・・・・・・・・・・・・・    〃 

    ② 出入口関係   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・     〃  

    ③ その他   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     〃 

  ２ 人的な対応に関する取組み事例   ・・・・・・・・・・・     〃 

    ① 外来者への対応   ・・・・・・・・・・・・・・・・     〃 

    ② 校内巡視   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 取組事例②頁 

    ③ 校内の連絡体制   ・・・・・・・・・・・・・・・・    〃 

    ④ 校内の安全管理体制   ・・・・・・・・・・・・・・    〃 

    ⑤ 幼児児童生徒への対応   ・・・・・・・・・・・・・    〃 

    ⑥ 保護者・地域・近隣の学校との連携   ・・・・・・・ 取組事例③頁 

    ⑦ 警察との連携   ・・・・・・・・・・・・・・・・・    〃 

 

 

 

 

 （注意）この事例の中で，「子ども」とあるのは幼児児童生徒をあらわす。 

 

 
 
     



学校安全のための学校における取組み事例一覧  
 

現在取組んでいる事例及び今後有効と思われる事例  

１ 施設・設備等に関する取組み事例  

① 看板の設置等  
・出入口に「無許可での校内立入り禁止」や「受付をするよう」看板を設置した。 

・看板を外来者に良く見える位置に移動した。 

 

② 出入口関係 
・原則正門のみ開放とする。 

・職員室等から見渡すことができない出入口の完全閉鎖。 

・周囲のフェンスが高く，入り口も１箇所のため用のない人は入りにくくなっている。 

・学校行事等で外来者が多数の場合は，受付を校門近くに設置する。 

 
③ その他 
・職員室の窓ガラスをすりガラスから透明ガラスに入れ替えた。 

・職員室から外部を見えにくくしていた植栽を伐採した。 

・職員室が１階の正門に近い場所にあるため外来者の出入りは確認しやすい。 

・夜間の不法侵入防止のためセンサー付夜間照明を設置した。 

・緊急の場合，火災報知用ベル，サイレン，校内放送の使用を指示している。 

・全教職員の名札着用，ホイッスルの携帯。 

 

２ 人的な対応に関する取組み事例 

① 外来者への対応 
・正門で外来者に対し目的を確認し，確認できた方のみ入校を許可している。 

  ＜具体的な流れ＞ 

   ア 正門で外来者に目的を確認。 

   イ 目的が確認できた方には「許可プレート」（胸部用）と「お願い（文書）」を渡す。 

   ウ 校門指導教職員が来校時刻を確認し記録する。 

   エ 外来者は事務室に行き受付簿（受付時刻，訪問先，目的等）に記入し，用務を行う。 

   オ 外来者は，用務が終了したら事務室で受付簿に退校時刻を記入する。 

   カ 正門にて「許可プレート」を返却する。 

   キ 校門指導教職員が出校時刻を確認し記入する。            

・外来者への声かけ（あいさつ）を徹底した。 

・当日の外来者のリスト，スケジュールを全教職員が確認，把握する。 

                                    （取組事例①頁） 
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・外部指導者等，常時出入りする外来者のリストを作成し，教職員全体で情報を共有する。 

・高等学校定時制課程においては，生徒の配偶者，子ども，友人など生徒以外の出入りが頻繁 

 であり，チェック体制を再検討し徹底している。 

 

② 校内巡視  
・校内巡視は複数で実施している。（緊急事態が発生した場合の迅速な連絡等のため） 

・始業時から終業時までローテーションを組み，常時校門指導を行う。 

 

③ 校内の連絡体制 
・校内で不審者を見かけたら子どもは教職員へ，教職員は近くの教職員及び管理職に連絡する 

 ことを確認した。 

・学校内に不審者が侵入した場合の教職員間の連絡体制，子どもへの注意喚起・避難誘導，緊 

 急に対応できる教職員の体制を整えた。 

・不審者（用事のない者）には退去指示，従わない場合や危険な場合は，即警察へ通報するこ 

 とを確認した。 

・不審者情報がある場合の速やかな巡回と警察への通報を確認した。 

・緊急の場合は，緊急放送で子ども及び教職員に正確な情報を素早く伝えるようにしている。 

・日頃から些細なことでも管理職及び教職員全体に周知する習慣をつけるようにしている。 

・安全管理ついて職員会議で話題に上げ，情報交換や共通理解を図っている。 

・職員朝礼時に子どもの安全確保のための情報交換，意識喚起（毎日）を行っている。 

・保護者との緊急連絡網を再確認した。 

 
④ 校内の安全管理体制 

・教職員はできるだけ子どもがいる教室へとどまるよう努める。 

・緊急時の対応について研修会等を開催し，教職員の意識啓発を図る。 

・生徒の通学路，通学方法について再確認した。 

・緊急の場合を想定した，役割分担やどのように行動するか確認した。 

 

⑤ 幼児児童生徒への対応  
・「子どもの家１１０番」の所在地，緊急の場合の駆け込みについて説明し指導した。 

・「子どもの家１１０番」マップを作成する。 

・緊急時に備えての子どもへの対応マニュアルを検討する。 

・出席状況の把握，遅刻・早退の子どもの把握と担任への確実な連絡体制を確認した。 

・子どもの避難経路，誘導方法を確認し徹底した。 

 

 

                                            （取組事例②頁） 
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⑥ 保護者・地域・近隣の学校との連携  
・「子どもの家１１０番」について地域へ文書で協力要請した。（駆け込んだ際の子どもへの対 

 応方法）                                

・「子どもの家１１０番」を増やす。                       

・学校の情報をＰＴＡ新聞，学校からの文書，テレフォンサービス，インターネットで地域に 

 発信し，地域から関心を持ってもらうようにしている。 

・近隣の高等学校や小・中学校と連絡会を開催し日頃から情報交換を行っている。 

・補習授業や生徒会活動等で下校が遅くなる場合は，保護者に迎えに来てもらうか，職員が送 

 っていくこととしている。 

・地域，ＰＴＡ，警察合同の校内研修会を実施する。 

・地域全体でのあいさつ運動を展開する。 

・地域の青少年育成推進委員会と小・中学校，高等学校が連携し情報交換を行っている。 

・年３回の校外清掃を実施しており，地域の人々と顔なじみになってきている。 

・子どもの安全な行動について，家庭内で話合いの機会を多くもつよう働きかけている。 

・学校や関係機関からの情報が文書によって各家庭に配布されたり，地域に掲示される体制が 

 できている。 

・学校行事において，ＰＴＡや地域から即売コーナーやバザー，校内巡視等で協力を得ている。 

・子どもへの声かけなど，地域から多くの支援と協力をいただいており，地域との連携ができ 

 つつある。 

・登校時の校門指導を教職員，ＰＴＡ役員，全保護者が輪番で実施。（これらの取り組みは，学 

 校への出入りが多くの人から注目されているという意識を生み，不審者の侵入を防ぐ意味で 

 も有益） 

 

⑦ 警察との連携  
・学校行事の際，校内巡視に警察の協力を得たが，学校の警備体制を外部にもアピールでき有 

 効だった。 

・警察へパトロールの強化を依頼した。 

・地域毎に学校と警察の連絡会議を実施している。 

・警察に学校の年間行事等を事前に知らせるなど，日常的に連絡を取り合っている。 

・警察の協力を得て防犯教室（交通安全，校内の安全確保）を実施している。 

・警察，地域，家庭，教育委員会等の緊急連絡体制を確認した。 

 

 

 

 

 

           
                                    （取組事例③頁） 









 
幼児児童生徒の安全を確保するための緊急対策について 

 
                         平成 13 年 6 月 18 日                           

                         広島県教育委員会           

 
 広島県教育委員会は，大阪教育大学教育学部附属池田小学校で起きた痛まし

い事件の発生をふまえ，学校の幼児児童生徒の安全を確保するため，緊急に講

ずる措置を次のとおり定める。 

 
【基本方針】 

 
 ○ 県教育委員会は，学校がより地域に開かれ，地域と学校が様々な協力 

  関係を築いて，地域ぐるみで子どもを守る態勢づくりを進めることが 

  「安全な学校づくり」につながるとの考えのもと，一層「開かれた学校 

  づくり」を推進する。 

 

 
 ○ 県教育委員会は，次の２点について円滑に進められるよう，各学校及 

  び市町村教育委員会に対し，必要な情報提供や指導を行うとともに，広 

  島県警察や，ＰＴＡ等の関係団体と連携し協力を要請する。 

 

 
 ○ 学校は，学校施設を幼児児童生徒の安全確保の面から再点検するとと   

  もに，不審者が学校に侵入することを防ぐ措置を講ずるなど，「安全な 

  学校づくり」を進める。 

 

 
 ○ 学校は，「安全な学校づくり」を進めるにあたり，警察，保護者，地 

  域と十分に連携するとともに，その協力を得て地域ぐるみで子どもを守 

  る態勢づくりを行う。 

 
 



【具体的な取り組み】 
１ 学校の取り組み 
（１）緊急に実施すべき対策 
 ①不審者を排除又はチェックするための対策 
  ・外来者へのリボン，ワッペン，名札等の着用 
  ・全教職員の名札着用 
  ・全教職員による外来者への声かけ（あいさつ），校内巡視 
  ・校内の連絡体制や警察，保護者，地域との連絡体制の確認 
  ・警察官によるパトロール強化の要請 

 
 ② 不審者の侵入を回避するための学校施設等の点検 
  ・不用な出入口の閉鎖 
  ・フェンス，施錠などの破損状況の確認と速やかな補修 
  ・緊急時の避難経路の確認 

 
（２）日頃の取り組み事項 
 ①緊急時のための備え 
  ・全教職員によるホイッスル等の常時携帯 
  ・火災報知用非常ベル使用のための機器点検 
  ・緊急時の教職員や幼児児童生徒の行動計画の確認    
  ・警察の協力を得て行う学校の安全点検 
  ・幼児児童生徒の自己防衛意識を高める安全教育の実施  

  
  ②保護者や地域の協力を得た取り組み 
   ・通学時の幼児児童生徒への保護者等からの声かけ 
   ・学校行事開催時における校内巡視への保護者等の協力 

 
 （３）将来的に検討すべき事項 
  ○ 職員室，事務室からの出入口の見通しの確保（場所の移動等を含む） 

 
２ 県教育委員会の取り組み 
 （１）県警察に対し，学校への立寄り巡回や学校周辺及び通学路の巡回の強 
   化要請 
 （２）幼児児童生徒の自己防衛意識を高める安全教育のための指導者講習会 
   の実施 
 （３）緊急事態発生の予防及び発生時の対応についての標準マニュアル作成  


